
第２３号議案

   加東市職員定数条例の一部を改正する条例制定の件

 加東市職員定数条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成３１年３月１日提出

加東市長 安 田 正 義 

加東市条例第  号

   加東市職員定数条例の一部を改正する条例

 加東市職員定数条例（平成１８年加東市条例第２３号）の一部を次のように改正する。

 第２条第９号イ中「１８３人」を「２１０人」に改め、同条中「５８９人」を「６１６人」

に改める。

   附 則

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。



第２３号議案 要旨

   加東市職員定数条例の一部改正（要旨）

１ 改正理由

  病院事業の職員については、平成２９年４月１日に地方公営企業法（昭和２７年法律第

２９２号）の財務規定等を除く規定を適用するに当たり、１８３人（うち兼務６人）とし

たが、事業内容の見直し、拡張等により増員の必要が生じたため、定数を改めるものであ

る。

２ 改正内容

  病院事業の職員の定数を２１０人（うち兼務６人）に改めること。

３ 施行期日  平成３１年４月１日



新   旧   対   照   表

現       行 改   正   案

 （定数）

第２条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1)～(8) （略） 

(9) 公営企業の事務部局の職員 

 ア （略） 

 イ 病院事業の職員 １８３人（うち兼務６人） 

 合計 ５８９人（うち兼務３６人） 

 （定数）

第２条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1)～(8) （略） 

(9) 公営企業の事務部局の職員 

 ア （略） 

 イ 病院事業の職員 ２１０人（うち兼務６人） 

  合計 ６１６人（うち兼務３６人）
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